
都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金） 

令和5年度（2023年度）公共事業再評価調書

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

百万円

百万円 百万円 百万円 百万円

【アウトカム】　等

計

Ⅱ　公共事業評価経過                                                       （単位：百万円）

H30（2018）～R6（2024） 1,500 Box L=720m、特殊桝N=4基

３.事業効果を
  及ぼす
  地域・対象

● 都市計画区域内の幹線道路（国道・道道）踏切設置箇所解消。
● 旭川都市圏の渋滞損失時間の改善に寄与【現状約4,432万人時間/ 年 → 約4,165万人時間/年】
●現道の交通混雑度の緩和に寄与 【現道混雑度1.60 → 0.48（踏切区間）】
● 主要な観光地である旭川パワーズ（ラーメン村）へのアクセス性向上

４.関連する事業

事 業 名 事業主体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容

旧永山３号川上流１号幹線 旭川市

H25

(2013)

変更理由・内容
（概要）

●全体事業費
・土壌汚染対策にかかる調査設計及び対策工の増額　　　　　　　　・事業損失調査内容の変更による増額
・橋梁工のＪＲ軌道敷地内施工における制約等による増額　　　　　・盛土材搬入場所の変更による増額
・公共補償の変更による増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　・資材、労務単価の上昇に伴う増額
●事業期間
・用地取得難航により本工事着手が遅延したため、事業期間を延伸

Ⅲ　事業採択前の状況

１.事業採択に
  至る経過と背景

●当該路線は、１２,000台／日の交通量を有しているが踏切部において交通混雑が発生している他、通学路に指定されているが幅員が
狭小のため安全な通行に支障をきたしており、踏切除却（立体交差化）、道路拡幅（４車線化）及び歩道空間の整備（両歩道）が必要で
ある。

２.事業検討の手
　続（住民ﾆｰｽﾞの
  把握等）

●社会資本整備要望（旭川市）：早急な４車線化による拡幅整備要望（H11.７～）
●陳情書（永山市民委員会連絡協議会）：石北線立体交差に関する要望（H22.８～）
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8,120 3,248 2,298

事業採択 着手 評価年度

持続可能な社会・経済を支え
る社会資本の整備

連携と交流を支える総合的な
交通ネットワークの形成

道路改築事業

特定分野別
計画等での
位置づけ

施策目標
・方針

安全で快適な都市内交通環境の整備、冬期における交通環境の充実など、地域おける円滑な交通ネットワー
クの形成

関連する指標 -

8,120 10,800 2,680

総合計画
での

位置付け

総合計画
の体系

大項目 中項目 小項目 施策名

人・地域

3,902 884

　用地費及補償費　用地買収・物件補償 3,958 5,249 1,291

事業目的
・目標

●踏切除却、道路拡幅の整備により、安全で円滑な道路交通の確保を図る。特に、冬期における交通混雑の解消を図る。
●両側歩道の整備により、通学路としての利便性、安全性の向上を図る。
●跨線橋の設置により、地域の分断解消や避難経路としての機能性の向上を図る。

●歩道設置による安全な歩行者空間の確保　●４車線化による交通安全性の向上　　●都市内交通の分散・交通混雑解消
●物流及び観光施設等へのアクセス向上　　●救急搬送の時間短縮

事業概要

永山東光線は、主要道道鷹栖
東神楽線を起点に、環状１号
線との交差を経て市内中心部
に至る延長19.1ｋｍの幹線街
路である。事業区間にはJR石
北本線との平面交差（踏切）
があり、安全な通行等に支障
をきたしている。
このため、踏切除却、道路拡
幅、両歩道の設置を実施する
ものである。

工事費
内訳

【計画】　延長L=1.1km、幅員W=30.0m（一般部） （百万円） （百万円） （百万円）

　跨線橋（踏切除却）　L=32m 764 994 230

　測量設計費　調査・設計 380 655 275

　　　　　幅員W=42.3m（立体交差部） 前回評価 今回評価 増減額

　道路工　L=1.0km 3,018

6,480 4,320 - -
負担割合

国 60.0% 道 40.0% 市町村

事業種別

地区名
ふ り が な

3・3・20永山東光線
さ ん さ ん に じ ゅ う な が や と う こ う せ ん

市町村名 旭川市 総事業費 10,800

- その他 -

（様式３）

基準年月日 令和５年８月１日

調書番号 08-29 所 管 部 建設部
作成責任者 建設部まちづくり局都市環境課長　　今井　健

担当係 街路グループ（内）29-569



（１）事業実績及び今後の計画

H27 ～ R3 4 5 6 7 8 9 10 11

（２）進捗状況

経済効果の内訳（百万円）

　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。

　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。　　　

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する地域の動向・意向

（３）その他の課題

３.事業達成
 の見込み

今後の事業進捗にあたり特段大きな支障となるものは無いことから、十分事業の達成が見込まれる。

a a：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。　b：課題はあるものの達成は可能である。
c：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

４.対処方針

事業の必要性に変化は無く、自治体、地元住民からの早期完成要望が強いことから、事業を継続とする。

a ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更
の有無 有

事業内容変更
の有無 無

総事業費変更
の有無 有

１.必要性

旭川市都市計画マスタープランにおいて、都市交通整備を進める路線に位置付けられており、４車線化及び立体交差化により都市内交通の円滑
化、歩行者の安全性・快適性の向上、土地利用との整合が図られるなど、当該事業の必要性に変化はない。

a

２.事業を
 推進する
 上での課題

【事業損失防止対策】
●低騒音・低振動工法の採用（締切工）
●低騒音・低振動機械の使用（工事全般）
●地下水観測（井戸利用あり）

【継続的な整備促進の要望】
●社会資本整備要望（旭川市）：早急な４車線化による拡幅整備要望（H11.７～）
●陳情書（永山市民委員会連絡協議会）：石北線立体交差に関する要望（H22.８～）

●橋梁整備におけるＪＲ北海道との工程調整

Ⅴ　評　　価

1.05

・事業費の増額に伴う費用の増加
・完了予定年度の延伸に伴う効果及び維持管理費の増加
・費用便益分析マニュアルの改訂に伴う便益算定方法の見直しによる効果の増加

３.コスト
  縮減など
  の取組

取組の項目 取組内容 縮減額（百万円）

資源循環の促進 路盤及び舗装に再生骨材及び再生アスファルト合材を使用しコスト縮減を図る 38

２.事業効果

費用の内訳（百万円） 備考

項目 R５現在 項目 R５現在

Ｂ／Ｃ 前回算定年度   ： H３０年度（201８年度）【再評価】

前回算定時B/C： 1.15（合計(B)：8,727　合計(C)：7,571　）

R５現在 変更理由

合計（Ｂ） 12,078 合計（Ｃ） 11,520

●「費用便益分析マニュアル(国土交通省R4
年)」に基づき算出
●効果は、道路整備に伴う走行時間短縮、走行
時間減少、交通事故減少を算出。
●便益、費用ともにR5年に現在価値化
●費用は、現在価値化及び50年間の維持管理費
の計上により総事業費と異なる。

事業費 11,477

走行費用減少便益 805 維持管理費 43

走行時間短縮便益 11,170

用地費及補償費 用地買収・物件補償 98% 5249

交通事故減少便益 103

L=1.1km、W=30～48m 39% 3902

測量設計費 調査・設計 73% 655

１.進捗状況

施工（工種）区分 工事内容 進捗状況 事業費（百万円）

跨線橋 L=32m、2径間 0% 994

道路工

用地取得に時間を要したが、令和３年度までに完了した。今後は概ね計画どおり進捗が図られる見込み。

b 　a：概ね予定どおり実施している。　　b：事業計画・期間等を変更し実施する。
　c：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

Ⅳ　事業の実施状況

L=32m

L=300m L=800m

103件 3件（公共補償）



補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  （単位：百万円）

　事業経過

変更理由・内容

変更①：事業期間・総事業費の変更
　　　　・擁壁工の施工計画見直しによる仮設工の増額
　　　　・事業損失調査内容の変更による増額
　　　　・橋梁工の施工計画見直しによる仮設工の増額
　　　　・擁壁付階段工の一部変更による増額
　　　　・用地物件補償内容の変更による増額
　　　　・擁壁施工に伴う仮道の確保のため先行用地買収を踏まえ工事期間を見直し

変更②：事業期間・総事業費の変更
　　　　・土壌汚染対策にかかる調査設計及び対策工の増額
　　　　・事業損失調査内容の変更による増額
　　　　・橋梁工のＪＲ軌道敷地内施工における制約等による増額
　　　　・盛土材搬入場所の変更による増額
　　　　・公共補償の変更による増額
　　　　・資材、労務単価の上昇に伴う増額
　　　　・用地取得難航により本工事着手が遅延したため、事業期間を延伸

10変更⑩

変更⑨

変更⑧

変更⑥

変更⑦

変更⑤

変更③

変更④

10,800 625 7,160 66%
(2023) (2023) (2029)

H27

(2015) (2015) (2018) (2023)

変更② 2回目
R5 R5

変更① 1回目

R11

H33
4,980

２.その他の
  取組事項
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事前評価
又は当初

H25 H27 H25

Ⅵ　備　　考

１.評価履歴

【評価結果】

事前評価：平成２５年度実施　　評価結果：要望を行うことは妥当　B／C：１.５３
再評価　：平成３０年度実施　　評価結果：要望を行うことは妥当　B／C：１.１５

【特記事項】

当該年度事
業費

累計事業費
(b)

進捗率
(b)/(a)

完了予定
総事業費

(a)

H30 H35
8,120

(2013) (2015) (2013) (2021)

Ｈ２７



事　業　概　要　図

事業名 地区名

事業地区位置図

都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金）

3・3・20　永山東光線（旭川市）

永山東光線（再評価区間）

L=1.1km

大型

商業

施設

高校

牛朱別川

日本製紙

旭川工場

至 当麻町・愛別IC方面

至 富良野・芦別方面

至 旭山動物園方面

踏切

※大型貨物自動

車等通行止め

N

S

EW

39

旭川市

【標準断面図】

整備前の状況

旭川市

至 名寄・北見方面

至

札

幌

方

面
12

40
39

237

12

旭川鷹栖IC

旭川北IC

旭川駅

旭山動物園

当麻町

至 愛別IC

30.00

5.50 19.00 5.50

4.00 1.50 2.00 6.50 2.00 6.50 2.00 1.50 4.00
車道 中央帯 車道

自歩道 植樹帯 停車帯 3.25 3.25 0.50 1.00 0.50 3.25 3.25 停車帯 植樹帯 自歩道

永山東光線（整備区間）

L=1.1km

42.50

7.50 27.50 7.50

2.50 5.00 5.00 17.50 5.00 5.00 2.5

2.00 0.50 1.50 3.00 0.50 0.50 4.00 0.50 1.25 6.50 2.00 6.50 1.25 0.50 4.00 0.50 0.50 3.00 1.50 0.50 2.00
0.50 0.50 0.50 0.50 車道 中央帯 車道 0.50 0.50 0.50 0.50

歩道 路 路肩 車道 路 地 自歩道 路 路肩 3.25 3.25 0.50 1.00 0.50 3.25 3.25 路肩 路 自歩道 地 路 車道 路肩 路 歩道
上 肩 覆 上 0.50 0.50 上 覆 肩 上
施 施 施 施
設 設 設 設
帯 帯 帯 帯【跨線橋部】

至 富良野・芦別方面

金星橋通・永山東光線（R5新規事業化区間）

L=1.8km

至 旭川駅方面

至 当麻町・愛別IC方面


